
港南区「街のアドバイザー」事業

「街のアドバイザー」を体験してみよう！

地域の身近なスペシャリスト

港南区民活動支援センターに登録されている、地域活動の
ボランティア人材「街のアドバイザー」を活用して、
自治会・町内会等、活動に新たな彩りを加えてみませんか？

実施期間：令和８年６月２０日～令和９年２月２０日
（実施希望日の1カ月前までにお申し込みください）
※申込期間：令和８年５月２０日～令和９年１月２０日

対象：自治会・町内会（連合・単会）
※地区社協、子ども会等の活動も自治会・町内会活動として
ご利用いただけます（ご相談ください）。

※お申込みが多数あった場合には、街のアドバイザーを利用したことのない
団体を優先させていただくことがございます。

※申込は一団体１回限り、先着15団体とさせていただきます。

会場：自治会・町内会の皆さまにご準備いただきます。

申込方法：別添の申込用紙を
港南区役所地域振興課地域力推進担当
までご提出ください。

お申込みの流れは裏面へ

例えば…

お祭り会場の一角に
出店してほしい

親子で楽しめる
イベントを開きたい

シニア向けの
講座を開きたい



〇申込先・当事業に関するお問い合わせ
港南区役所地域振興課地域力推進担当（区役所５階54番窓口）
E-mail：kn-chiiki@city.yokohama.lg.jp
電話：045－847－8383 FAX：045－842－8193

〇港南区民活動支援センター
街のアドバイザーに関するお問い合わせ

港南区民活動支援センター（港南公会堂棟１階）
E-mail：kounantanetto3@beach.ocn.ne.jp
電話：045－841－9361 FAX：045－841－9362

※港南区「街のアドバイザー」とは？

様々な知識・技術・経験・経験を持ち、それを活かして地域活動に
協力したいと考えている方が登録しているボランティア人材です。
ご登録は随時受け付けております！お気軽にお問い合わせください。

～申込から実施までの流れ～
①別添の申込書を地域振興課地域力推進担当に提出

②街のアドバイザーと日程調整（区民活動支援センターで行います）

③日程確定後、申込者と街のアドバイザーで当日に向けた調整
（事務局より、双方の連絡先を共有いたします）

④実施

※講師謝金は区役所が負担します
※参加費は申込団体でご負担いただきます。

ホームページ

～スマホの使い方講座の様子～ ～落語の様子～
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